

（規約第３９条関係　参考様式）
○○第○号 令和○年○月○日

○○　○○ 殿

国土交通省○○○局○○○部○○○課
港湾危機管理官

事業所登録番号の失効及びＰＳカードの発行・利用の停止に関する通知

今般、貴事業所はPSカード使用規約（以下「規約」という。）規約第１５条第１項における行政処分に関する基準に該当することとなったため、下記期間、事業所登録番号を失効させるとともに、PSカードの発行・利用を停止することとなりましたので、通知いたします。
なお、規約第39条1項により貴事業所所属のPSカードを別添(様式９―２及び様式１０―２) により返納いただくようお願いいたします。

記

停止期間：行政処分となった日から令和○年○月○日

※ここでいう行政処分となった日とは、貨物自動車運送事業法第３３条の規定に基づく許可の取消し等の行政処分の管轄区域(許可を行った地方運輸局単位)にかかる累積点数が２１点以上となり処分を受けた日であります。
※上記の停止期限は、規約第１５条第１項第５号を適用した日としています。ただし、累積違反点数が２１点未満となる日に変更があった場合は、当該停止期限は変更後の当該日を元に規約第１５条第１項第５号を適用した日に変更となります。
以上

